
○香美市蜂の巣駆除補助金交付要綱 

平成２８年３月１８日 

告示第２６号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、香美市内において私有地等に発生した蜂の巣を駆除し、市民の安全を確保す

るとともに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、当該蜂の巣の駆除対策として要した

費用の一部について予算の範囲内で補助金を交付することに関し、香美市補助金の交付に関する

規則（平成１８年香美市規則第４８号）のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)  「蜂」とは、昆虫綱ハチ目に属する昆虫の内、「アリ」と呼ばれる分類群以外の総称を 

いう。 

(2)  駆除業者とは、蜂の巣の駆除を業とする者で、香美市入札参加者資格申請書提出要領に基

づく資格審査を受けているものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該

当するものとする。 

(1)市内にある現に蜂が活動している巣がある一般住宅、集合住宅及び集会所等の建物の所有者、

納税義務者、使用者又は管理者。ただし、法人を除く。 

(2) 市税を滞納していないこと。 

(3) 駆除業者により蜂の巣を駆除すること。 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、補助対象者が駆除業者に依頼して行った蜂の巣の駆除に要した経費（消

費税及び地方消費税を含む。以下「補助対象経費」という。）とする。ただし、駆除を行うため

に建物の一部を解体する必要が生じた場合の費用及びその復旧に係る費用は除く。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１に相当する額とし、１０，０００円を限度とす

る。ただし、その額に１００円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。 

（補助金の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、香美市蜂の巣駆除補助

金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。 

(1) 駆除に要した費用の領収書の写し 



(2) 駆除前と駆除後の状況写真 

(3) その他市長が必要と認める書類 

２ 補助金の交付申請は、申請者一人につき、同一年度において１回限りとする。 

３ 補助金の交付申請の時期は、駆除を実施した日から起算して９０日以内とする。 

（補助金の交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、内容を審査のうえ補助金交付の適否を決

定し、香美市蜂の巣駆除事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）又は香美市蜂の巣駆除事業

費補助金不交付決定通知書（様式第３号）によりその旨を申請者に通知しなければならない。 

（補助金請求及び交付） 

第８条 市長は、前条の規定による補助金交付決定通知後、香美市蜂の巣駆除事業費補助金交付請

求書（様式第４号）による申請者の請求に基づき補助金を交付する。 

（補助金交付の取消し） 

第９条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、補助金交付決定の全部又は一

部を取り消すことができる。 

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第１０条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合は、既に交付した補助金の全

部又は一部の返還を命ずることができる。 

（立入調査） 

第１１条 市長は、補助事業を適正に執行するため、関係職員の立ち入り検査及び指導を行うこと

ができる。 

（補則） 

第１２条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がな

された補助金については、同日後も、なおその効力を有する。 

附 則（平成２８年５月１０日告示第８４号） 

この告示は、平成２８年５月１０日から施行する。 



附 則（令和６年３月２８日告示第５７号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

 


